
県税の不均一課税について 

（産業未来共創補助金関係） 

 

令 和 ８ 年 度 版 

鳥 取 県 

 

 鳥取県内において、産業未来共創事業（成長・規模拡大型、一般投資型に限る。）のた

めに使用する設備を新増設した法人又は個人は、一定の要件を備える場合に限り、県税で

ある不動産取得税について、不均一課税（税率の軽減）の適用を受けることができます。 

 

１ 不均一課税の要件 
 

鳥取県産業未来共創補助金の交付の決定を受けた産業未来共創事業（成長・規模拡大型、

一般投資型に限る。）であること 

 

２ 不均一課税の適用 
 

新増設された建物及びその敷地である土地の取得に対する税率が、通常の税率 

(建物：４％、土地３％)から０.４％に軽減されます。 

ただし、土地のうち対象となる建物の敷地（対象となる建物の垂直投影部分）となら

ない部分については、不均一課税の対象となりません。 

（注）建物を承継取得した（前の所有者から引き継いだ）場合、その取得年月日を建物の建築着

手年月日として扱います。 

 

 

 

  

産業成長応援補助金、企業立地事業

補助金の交付の決定を受けた事業

も、不均一課税の適用を受けること

ができます。 

 

（建物） 

鳥取県産業未来共創条例第４条第１項に規定する知事が認定した対象事業に

関する計画において取得を行うことを定めた建物であること。 

（土地） 

対象建物の建設着手前１年以内に取得していること。 



３ 申請書の提出期限 
 

次のいずれか最も遅い日までに所定の申請書を提出してください。 

なお、申請書には交付決定通知書の写しなどの書類の添付が必要です。 

 

法   人 個   人 

① 新増設した工場等の家屋を事業の

用に供することとなった日の属する

事業年度に係る法人事業税申告納付

期間の末日 

② 法人事業税の延長申告期限 

③ 産業未来共創補助金の交付の決定

を受けた日の翌日から２月を経過す

る日 

① 事業の用に供することとなった日

の属する年の翌年の３月１５日 

 

 

② 個人事業税の延長申告期限 

③ 産業未来共創補助金の交付の決定

を受けた日の翌日から２月を経過す

る日 

 

（注）① 正当な理由なく、期限までに申請がない場合は、不均一課税の適用を受ける

ことができません。 

② 地方税法の規定により、取得日の翌日から起算して５年を経過した日以後は、

不均一課税の決定をすることができません。 

上記申請期限にかかわらず、取得後は早期に事業の用に供し、申請書を提出

してください。 

 

 

～申請の手続きなど詳しいことは、最寄りの県税事務所にお尋ねください～ 

 

○東部県税事務所 課税課（鳥取県鳥取市立川町６丁目１７６） 

 ℡０８５７－２０－３５１６（ファクシミリ：０８５７－２０－３５１９） 

○中部県税事務所 課税課（鳥取県倉吉市東巌城町２） 

 ℡０８５８－２３－３１１０（ファクシミリ：０８５８－２３－３１１８） 

○西部県税事務所 課税課 

（鳥取県米子市加茂町１丁目１ 米子市役所本庁舎２階） 

℡０８５９－３１－９６２４（ファクシミリ：０８５９－３１－９６１３） 


